
　第 １ 号 議 案　 

 

 

 

 

　令　和　８　年　度　 

 

 

 

 

 

　 亀 岡 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）　 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

令和８年度亀岡市一般会計補正予算（第１号） 

 

令和８年度亀岡市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 

４０４，７００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出 

それぞれ４６，８３１，７００千円とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よる。 

（債務負担行為の補正） 

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条　地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

令和８年６月８日提出 

 

亀岡市長　桂　川　孝　裕
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第１表 歳入歳出予算補正

(2)

１ 歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１５ 国庫支出金 ７，０４５，３８５ １２１，３７３ ７，１６６，７５８

２ 国庫補助金 ２，６６９，２５９ １１９，８９６ ２，７８９，１５５

３ 国庫委託金 ２７，９３３ １，４７７ ２９，４１０

１６ 府支出金 ３，７３５，１０１ ４，０００ ３，７３９，１０１

２ 府補助金 １，９４３，９７７ ４，０００ １，９４７，９７７

１８ 寄附金 ３，５０３，０００ ５，０００ ３，５０８，０００

１ 寄附金 ３，５０３，０００ ５，０００ ３，５０８，０００

１９ 繰入金 ４，８３６，７４２ １２１，８３３ ４，９５８，５７５

２ 基金繰入金 ４，７４８，３２３ １２１，８３３ ４，８７０，１５６

２０ 繰越金 １，０００ ５４，１９４ ５５，１９４

１ 繰越金 １，０００ ５４，１９４ ５５，１９４

２１ 諸収入 ３２４，５１０ ９，４００ ３３３，９１０

６ 雑入 ２９３，０６６ ９，４００ ３０２，４６６

２２ 市債 ３，１３９，４００ ８８，９００ ３，２２８，３００

１ 市債 ３，１３９，４００ ８８，９００ ３，２２８，３００

歳 入 合 計 ４６，４２７，０００ ４０４，７００ ４６，８３１，７００
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(3)

２ 歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

２ 総務費 １０，０７４，２５６ ８５，２３１ １０，１５９，４８７

１ 総務管理費 ８，７７０，５６１ ８，０００ ８，７７８，５６１

４ 選挙費 １１４，２３２ ４０，１５１ １５４，３８３

７ 環境交通対策費 ４９８，０２８ ３７，０８０ ５３５，１０８

３ 民生費 １６，７３０，３４２ ９，４７７ １６，７３９，８１９

１ 社会福祉費 ８，７４１，３３７ ９，４７７ ８，７５０，８１４

７ 商工費 ５２６，５３２ １１４，１３６ ６４０，６６８

１ 商工費 ５２６，５３２ １１４，１３６ ６４０，６６８

８ 土木費 ４，４９６，１６９ １９５，８５６ ４，６９２，０２５

２ 道路橋梁費 １，０５６，３０７ １２６，６１９ １，１８２，９２６

４ 都市計画費 ２，７３２，０９２ ６９，２３７ ２，８０１，３２９

歳 出 合 計 ４６，４２７，０００ ４０４，７００ ４６，８３１，７００
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第２表　債務負担行為補正 

 

追　加 

 

 
事　　項 期　　間 限　度　額

 

児 童 ク ラブ 運 営 業 務 委託 経 費
令和 8 年度から 

令和 11 年度まで

千円 

 

１，５００，０００

 

学校給食センター整備運営等事業
令和 8 年度から 
令和 25 年度まで

 
 

１４，１００，０００
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第２表　債務負担行為補正 

 

追　加 

 

 
事　　項 期　　間 限　度　額

 

児 童 ク ラブ 運 営 業 務 委託 経 費
令和 8 年度から 

令和 11 年度まで

千円 

 

１，５００，０００

 

学校給食センター整備運営等事業
令和 8 年度から 
令和 25 年度まで

 
 

１４，１００，０００

（4）

第３表　地方債補正 

 

変 更 

 

 
起 債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

 限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法

 

道 路 橋 梁 整 備 事 業

千円 千円

 536,400 ５％ 
以内

595,500  ５％ 
以内

 

 （ただし、発
行価格が額面
金額を下まわ
るときは、そ
の発行価格差
減額をうめる
ため必要な金
額をこれに加
算した額）

(1)普通貸借 
(2)証券発行 
(3)本債にかわる

短期債を起こ
すことができ
る。

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金等につ
いて、利率
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率）

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その債権者と
協定するもの
による。ただ
し、市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し、又は繰上
償還若しくは
低利に借換え
することがで
きる。

（ただし、発
行価格が額面
金額を下まわ
るときは、そ
の発行価格差
減額をうめる
ため必要な金
額をこれに加
算した額）

(1)普通貸借 
(2)証券発行 
(3)本債にかわる

短期債を起こ
すことができ
る。

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金等につ
いて、利率
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率）

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その債権者と
協定するもの
による。ただ
し、市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し、又は繰上
償還若しくは
低利に借換え
することがで
きる。

 
都 市 計 画 事 業

425,600 
〃

 
〃

 
〃

 
〃

455,400 
〃

 
〃

 
〃

 
〃

 
計 3,139,400 3,228,300
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